
第３８０回 五島海区漁業調整委員会議事録

１． ： 令和２年１２月４日（金）　９時４５分から１０時２３分まで

２． ： 五島振興局４階Ｂ会議室

長崎県五島市福江町７番１号

３． ： 令和２年１１月２０日（金）

【発送年月日：令和２年１１月２０日（金）】

４． ： 令和２年１１月２０日（金）

５． ： 五島振興局掲示板に掲示するとともに、長崎県庁、県北振興局、壱岐

振興局、対馬振興局ならびに管内各市町、各漁業協同組合に公示を依

頼した。

６． ： 熊川会長、太田委員、吉村委員、草野委員、大久保委員、

松尾委員、亀田委員、高山委員

７． ： 川上委員、法村委員

８． ： 長崎県水産部　漁業振興課　

大崎係長、石田主任技師

９． ： 富永事務局長、神嵜次長、竹本係長、中島書記

10． ：

第１号議案 長崎県資源管理方針に関する知事管理漁獲可能量の

設定について（諮問）

そ　の　他 （１）長崎県特定水産資源の採捕の停止に関する規則（案）

（２）長崎県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則（案）

（３）漁業法第３２条第２項の規定に基づき長崎県知事が行う助言、

指導又は勧告に関する運用指針（案）について

（４）その他について

議 題
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第３８０回 五島海区漁業調整委員会 議事録 

日 時 ： 令和２年１２月４日（金）９時４５分から１０時２３分まで 

        場 所 ： 五島振興局４階Ｂ会議室 長崎県五島市福江町７番１号 

 

役割分担 進行内容など 

事務局 

 

 

 

熊川会長 

 

事務局 

 

 

 

 

漁業振興課 

 

熊川会長 

 

 

事務局 

 

 

 

熊川会長 

 

 

 

各委員 

 

熊川会長 

 

 

 

 

 

それでは、定刻となりましたので、ただいまから、第３８０回五島海区

漁業調整委員会を開催します。 

開会にあたりまして、熊川会長からご挨拶をお願いします。 

 

（挨 拶） 

 

 ありがとうございました。 

 なお、本日は議案についての説明のため、長崎県水産部漁業振興課か

ら担当が出席していますのでご紹介します。 

 漁業振興課の大崎係長と石田主任技師です。 

 

（挨拶） 

 

それでは、議事に入ります前に、本日の委員の出欠について、事務局よ

り報告願います。 

 

本日は、８名の委員が出席されています。 

出席者が過半数を超えていますので、漁業法第１４５条の規定により、

委員会が成立していますことをご報告します。 

 

 これより議事に入ります。今回の議事録署名人を指名したいと思いま

す。慣例に従いまして、今回は「亀田委員」と「太田委員」にお願いした

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

 ご異議もないようですので、今回の議事録署名人は、「亀田委員」と「太

田委員」にお願いします。 
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熊川会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊川会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

漁業振興課 

 

 

事務局 

 

熊川会長 

 

 

 

各委員 

 

熊川会長 

 

 

熊川会長 

 

 

本日の議案は、お手元の資料にもありますとおり、 

第１号議案 長崎県資源管理方針に関する知事管理漁獲可能量の設定 

について（諮問） 

そ の 他（１）長崎県特定水産資源の採捕の停止に関する規則（案） 

について 

（２）長崎県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則（案） 

について 

（３）漁業法第３２条第２項の規定に基づき長崎県知事が行う   

助言、指導又は勧告に関する運用指針（案）について 

（４）その他について 

となっています。 

 

それでは、第１号議案 長崎県資源管理方針に関する知事管理漁獲可

能量の設定について（諮問） を上程します。事務局の説明を求めます。 

 

お手元の資料２ページの左をご覧ください。県知事から諮問文が届い

ていますので、朗読させていただきます。 

（諮問文朗読） 

 それでは、ご説明は漁業振興課からいたします。 

 

（資料説明） 

以上で説明を終わります。 

 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

ただいま、第１号議案について説明がありましたが、何かご意見、ご質

問等がありましたら、ご発言をお願いします。 

 

 

（意見、質問等なし） 

 

他にご意見、ご質問等もないようですので、第１号議案について、採

決に入ります。 

 

第１号議案 長崎県資源管理方針に関する知事管理漁獲可能量の設定

について（諮問） につきまして、諮問原案どおりとして差し支えない

旨、答申することにご異議ございませんか。 
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各委員 

 

熊川会長 

 

 

 

 

 

熊川会長 

 

 

 

漁業振興課 

 

 

 

熊川会長 

 

 

各委員 

 

熊川会長 

 

 

 

漁業振興課 

 

 

 

熊川会長 

 

 

各委員 

 

熊川会長 

 

 

（異議なし） 

 

ご異議もないようですので、 

第１号議案 長崎県資源管理方針に関する知事管理漁獲可能量の設定

について（諮問） につきまして、諮問原案どおりとして差し支えない

旨、答申することに決定します。 

以上で、第１号議案を終了します。 

 

 続きまして、その他の件、 

（１）長崎県特定水産資源の採捕の停止に関する規則（案）について  

事務局の説明を求めます。 

 

 お手元の資料の１０ページをご覧ください。 

（資料説明） 

 以上で説明を終わります。 

 

 ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問等ありましたら、ご

発言をお願いします。 

 

（意見、質問等なし） 

 

続きまして、その他の件 

（２）長崎県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則（案）について 

事務局の説明を求めます。 

 

 お手元の資料の１３ページをご覧ください。 

（資料説明） 

 以上で説明を終わります。 

 

 ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問等ありましたら、ご

発言をお願いします。 

 

（意見、質問等なし） 

 

続きまして、その他の件 

（３）漁業法第３２条第２項の規定に基づき長崎県知事が行う助言、指

導又は勧告に関する運用指針（案）について 事務局の説明を求めます。 
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漁業振興課 

 

 

 

熊川会長 

 

 

熊川会長 

 

 

 

 

熊川会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

熊川会長 

 

 お手元の資料の１８ページをご覧ください。 

（資料説明） 

 以上で説明を終わります。 

 

 ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問等ありましたら、ご

発言をお願いします。 

 

 今回、案として出されたわけですが、説明の中にもあったように、な

るべく採捕停止にならないよう国の留保枠を利用するなどして努めてま

いりたいとのことですので、そういう気持ちで漁業者のことを考えて物

事を進めてもらえればと思う。 

 

続きまして、その他の件 

（４）その他について 事務局の説明を求めます。 

 

４、その他についてでは、前回の第３７９回の当委員会で、第２号議案

の「制限措置の内容及び申請すべき期間の手続きについて」の審議のと

きに、草野委員からご質問がありました、「あるタイミングで一斉に申請

手続きを行い、許可期間を５年間とする（許可期間の開始日を揃える方

法）場合」の取扱いについて、ご説明いたします。 

 

あるタイミングで一斉に許可申請手続きを行い、許可期間を５年間と

する方法、許可期間の開始日を揃える方法、は可能ですが、その場合は継

続許可ではなく、公示許可となります。公示許可となった場合は、一度、

廃業届を提出していただき、海区漁業調整委員会に諮り、公示された許

可期間内に申請を行っていただく手続きとなります。こちらの方法の場

合、２級船の県収入証紙手数料３，１００円や各漁協で設定している申

請手数料がかかるため、許可を更新して間もない許可受有者の理解が得

られるかどうかという問題がございます。振興局としましては手数料の

負担や許可期間が短くなることが少なくなるように、改正後最初に更新

を迎える許可受有者の許可期間末に揃える方法を各漁協へ提案して了解

が得ているというところでございます。 

 

 前回の委員会での草野委員からのご質問への説明は以上となります。 

 

 ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問等ありましたら、ご

発言をお願いします。草野委員よろしいですか。 
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各委員 

 

熊川会長 

 

 

各委員 

 

熊川会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

熊川会長 

 

各委員 

 

熊川会長 

 

 

 

 

（意見、質問等なし） 

 

これで、本委員会で予定していました議題はすべて終了しました。委

員の方から、何かご意見ご質問等がありましたらご発言をお願いします。 

 

（意見、質問等が終了した時点で） 

 

 他に、ご意見、ご質問等もないようですので、事務局から何かございま

せんか。 

 

次回の開催は、来年３月上旬に、長崎県資源管理方針に関する知事管

理漁獲可能量の変更について、県営大型魚礁の設置に伴う漁業調整上の

支障の有無について等、を予定しております。日程調整は改めていたし

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

このことについて、委員の方からご意見、ご質問等ございませんか。 

 

（意見、質問等なし） 

 

他に、ご意見、ご質問等もないようですので、以上をもちまして本委員

会を終了します。 

お忙しい中のご出席、ありがとうございました。 

 

 

  

 


